
84　Ⅲ　税　収　入

１　　令　和　６　年　度　都　税　

(3)　税　　目　　別　

　（単位　円・件・％）

総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額 現　　　　　　年　

区　　　　　分

税　　　　額 件　　数 税　　　　額 件　　数 税　額 件　数 税　　　　額 件　　数

令 和 ５ 年 度   359 643 100    1 290   359 607 500    1 289     100.0     99.9   359 607 500    1 289

令 和 ６ 年 度 - - - - - - - -

都 税 事 務 所 - - - - - - - -

区　　　　部 - - - - - - - -

千 代 田 - - - - - - - -

中 央 - - - - - - - -

港 - - - - - - - -

新 宿 - - - - - - - -

文 京 - - - - - - - -

台 東 - - - - - - - -

墨 田 - - - - - - - -

江 東 - - - - - - - -

品 川 - - - - - - - -

目 黒 - - - - - - - -

大 田 - - - - - - - -

世 田 谷 - - - - - - - -

渋 谷 - - - - - - - -

中 野 - - - - - - - -

杉 並 - - - - - - - -

豊 島 - - - - - - - -

北 - - - - - - - -

荒 川 - - - - - - - -

板 橋 - - - - - - - -

練 馬 - - - - - - - -

足 立 - - - - - - - -

葛 飾 - - - - - - - -

江 戸 川 - - - - - - - -

多　　　　摩 - - - - - - - -

八 王 子 - - - - - - - -

立 川 - - - - - - - -

- - - - - - - -

支 庁 - - - - - - - -

大 島 - - - - - - - -

三 宅 - - - - - - - -

八 丈 - - - - - - - -

小 笠 原 - - - - - - - -

課 税 部 - - - - - - - -

資 産 税 部 - - - - - - - -

徴 収 部 - - - - - - - -

（備考）１　自動車取得税は都税総合事務センターにおいて申告納付されるが、それ以外の各所等の決算額は滞納分が徴収引継されたものである。
 　　   ２　平成21年度税制改正により、自動車取得税は目的税から普通税に改められ、改正前の目的税分については「旧法による税」として収納することとさ　れた。
 　　   ３　令和元年度税制改正により、令和元年９月30日をもって自動車取得税（普通税）は廃止され、同年10月１日から自動車税環境性能割が新たに創設さ　れた。
 　　   ４　自動車取得税（普通税）は、令和２年度から「旧法による税」として収納することとされた。
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　調　定　収　入　状　況（決　算　額）

　事　　務　　所　　別

　課　　　　　　税　　　　　　分　　　　　 　滞　　　　　納　　　　　繰　　　　　越　　　　　分

収　　　　入　　　　額

税　　　　　額 件　　数 税　額 件　数 税　　　　額 件　　数 税　　　　額 件　　数 税　額 件　数

  359 607 500    1 289     100.0     100.0    35 600     1 - - - -
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 　　   ２　平成21年度税制改正により、自動車取得税は目的税から普通税に改められ、改正前の目的税分については「旧法による税」として収納することとさ　れた。
 　　   ３　令和元年度税制改正により、令和元年９月30日をもって自動車取得税（普通税）は廃止され、同年10月１日から自動車税環境性能割が新たに創設さ　れた。
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